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業務の適正を確保するための体制
　　業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び当該体制の運用状

況の概要は以下のとおりであります。（最終改定　2017年11月１日）

　（１）当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制

①当社は、「倫理憲章」及び「企業理念」並びに「行動理念」を経営の基
本として策定し、当社及び子会社はその規模や特性に応じて業務運営の
効率性、情報の正確性、コンプライアンス体制を充実強化し、会社資産
の健全化を追求する。これを実践するため、法令、定款の遵守はもとよ
り、別に定める「コンプライアンス規則」等に基づく行動規範・企業倫
理の遵守の徹底を図る。また、当社及び子会社の取締役及び使用人がこ
うした社会規範・倫理・法令等の遵守及び浸透を率先垂範することによ
り、公正かつ適切な企業活動の実現と社会との調和を図るものとする。

②これらの体制を監視・見直し・改善することを目的に設置されているコ
ンプライアンス・リスク管理委員会を通じ、更なるコンプライアンス体
制の強化につなげる。

③財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、
その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善を
図る。

　【運用状況の概要】
①「倫理憲章・企業理念・行動理念」及び「グループコンプライアンス規

則」を策定し、社内グループウェア上に掲示する等により周知徹底を図
っております。

②当事業年度においてコンプライアンス・リスク管理委員会を４回開催し、
グループ内における法令遵守状況及び問題点等を報告し、発生原因・対
応策等について議論・改善を行っております。

③当社内部統制・監査室において、グループ内の各事業拠点を対象に財務
報告に係る内部統制評価を実施し、必要に応じて改善を図っております。

　（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び
子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

①「文書管理規程」に基づき、当社の所管する部署は、法定の議事録及び
任意の経営会議議事録の他、重要な職務の執行に係る文書等を、その添
付資料とともに、社内規程の定めるところによりこれを適切に保管し管
理する。また、当該資料については、当社の取締役・監査役が常時閲覧
することができるものとする。
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②「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等は、子会社における
法定の議事録の写し等の文書を当社に提出することにより、子会社の取
締役等の職務執行に係る事項を報告する。また、当該資料については、
当社の取締役・監査役が常時閲覧することができるものとする。

　【運用状況の概要】
①取締役会議事録等の法定議事録及び経営会議議事録等は、所管部署にお

いて「文書管理規程」に定めた保存年限に基づき適切に保管・管理し、
当社の取締役・監査役から当該資料の閲覧を請求された際には適切に対
応しております。

②各子会社における法定議事録の写し等は、当社人事総務部が適宜提出を
受け、保管・管理し、当社の取締役・監査役から当該資料の閲覧を請求
された際には適切に対応しております。

　（３）当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理については以下の内容にて取組むものとする。

①「リスク管理規程」に基づき、事業上のリスク管理に関する基本方針や
体制を定め、常時リスクに対する意識を高める。

②上記規程に基づき、具体的な手順を記述した「リスク管理マニュアル」
を制定し、潜在するリスクに対する情報の抽出及び評価を行い、迅速か
つ実践的な対処を可能にする。

③社内外で想定される将来リスクを的確に予測・整理し、事前に対策を講
じること等を主目的とするリスク管理部門を中心として、当社及び子会
社の各部門において一層のリスク管理体制強化を図るものとする。

④上記にも関わらず不測の事態が発生した場合は、リスク総括責任者を本
部長とする対策本部を発足し、速やかな調査と対応策を実践する。

　【運用状況の概要】
①リスク管理に関する基本方針や体制を「リスク管理規程」に定め、社内

グループウェア上に掲示することによりこれを周知し、リスクに対する
意識を高めるよう努めております。

②③リスク情報の抽出及び評価を行う手順を「リスク管理マニュアル」に
定め、運用しております。また、当該マニュアルにおいて、具体的なリ
スク収集手法やリスクの管理手順を整備し、社内外で発生することが想
定される将来リスクや潜在リスクに対し、迅速かつ実践的な対応を行っ
ております。

④不測の事態が生じた場合における対策本部の発足及び速やかな調査と対
応策を決定・実施する手順を「リスク管理規程」に定めておりますが、
当事業年度において該当事項はございません。
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　（４）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す
るための体制

①当社の取締役会は月１回の定時取締役会及び随時開催される臨時取締役
会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとする。また、
子会社の取締役会においても定時取締役会及び随時開催される臨時取締
役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとする。
さらに、当社及び子会社役員で構成される経営会議を開催し、業績及び
各事業部門の業務進捗管理並びに業務執行状況について検討を行い、適
切な対応を実施する。

②電子稟議システムの活用により社外からでも稟議の閲覧、決裁を可能と
し、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図る。

③決定に基づく職務の執行については「組織規程」、「職務分掌規程」、
及び「職務権限規程」等に基づき担当役員が各責任者に対して指示し、
執行される。また、内容が部門間にまたがるような場合は担当役員間に
て調整を行い、効率的な執行体制を確保する。

　【運用状況の概要】
①当事業年度においては、定時取締役会を12回、臨時取締役会を２回開催

し、経営に関する重要事項及び個別案件の決議を行っております。また、
子会社においては３ヶ月に１回以上の頻度で定時取締役会を、また、必
要に応じて臨時取締役会をそれぞれ開催し、経営に関する重要事項及び
個別案件の決議を行っております。さらに、経営会議を毎月１回開催し、
経営方針及び業務執行方針等について検討・対応を実施しております。

②当社では電子稟議システムの利用により社外からでも稟議申請案件の閲
覧・決裁が可能な体制を整え、意思決定の迅速化を図っております。

③「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」を策定し、各部
署における職務の分掌及び職位毎の権限を明確にし、業務の組織的かつ
効率的な運営が可能となる体制を確保しております。

　（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

①原則として、当社の役職員が子会社の取締役若しくは監査役として就任
し、子会社における業務の適正性を監視できる体制とする。また、子会
社に対して当社の内部監査部門及び監査役・監査役会が直接監査し得る
体制とし、その報告は直接当社の代表取締役社長に報告される体制とす
る。

②子会社の計数管理に関しては財務及び経理部門が分掌し、連結決算作成
の管理監督を行う。
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③当社及び子会社役員で構成される経営会議を通じ、子会社の業務執行状
況について検討を行い、適切な対応を実施する。

④子会社のうち、株式会社については原則として取締役会設置会社とする。
　【運用状況の概要】

①原則として当社の役職員が子会社の取締役又は監査役として就任し、子
会社における業務の適正性を監視しております。また、子会社に対して
当社内部統制・監査室及び監査役が直接監査し得る体制とし、監査結果
は直接当社代表取締役社長に報告する体制としております。

②子会社の計数管理は財務及び経理部門がそれぞれ分掌し、連結決算作成
の管理監督を行っております。

③毎月、当社及び子会社の役員で構成される経営会議を開催し、子会社の
業務執行状況等について検討・対応をしております。

④当社グループでは、株式会社については原則として取締役会設置会社と
しております。

　（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する体制

①監査役が必要とした場合は、職務を補助する使用人を置くものとする。
その場合当該使用人の任命、異動、評価等人事権に係る事項については
監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、その独立性及び監査役の
指示の実効性の確保に努める。

②監査役の職務を補助する使用人は、その職務にあたっては、監査役の指
示にのみ従うものとする。

　【運用状況の概要】
①②監査役の職務を補助する使用人の任命、人事評価等の事項は「監査役

監査基準」に定められております。現在、監査役会の要請により監査役
の職務を補助する使用人を兼務にて２名選任しております。

　（７）監査役への報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利
益な取扱いを受けないことを確保するための体制

①当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員（これらの者から報告を
受けた者を含む。以下、本項において同じ。）は、当社の監査役の要請
に応じて業務の執行状況の報告を行う。

②当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社又は子会社に重
大な損害を与える事実が発生し得るおそれがあるとき、また、当社又は
子会社の役職員による重大な違反行為を発見したときは、直ちに当社の
監査役へ報告するものとする。
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③当社の監査役は常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社
の役職員に対して直接説明を求めることができる。

④当社の監査役は、当社及び子会社の取締役会及び経営会議の他、意思決
定の過程、執行状況の把握のため随時委員会等の会議に出席することが
できる。また、代表取締役社長との定期的な意見交換により経営方針の
確認等意思の疎通に努める。

⑤グループ内部通報窓口、又は外部相談窓口の適切な運用管理により、法
令違反その他コンプライアンス上の問題について、当社の監査役への迅
速な報告体制を確保するものとする。

⑥上記①及び②の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とし
て、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。また、グル
ープ内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いか
なる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用するも
のとする。

　【運用状況の概要】
①③必要に応じて監査役が当社の取締役、使用人及び子会社の役職員に対

し、直接、業務の執行状況等について説明を求めることが可能な旨が「監
査役監査基準」に定められております。また、監査役から要請を受けた
当社の取締役、使用人及び子会社の役職員は、その要請に対し適切に対
応しております。

②当社及び子会社の役職員は、当社及び子会社に対し重大な損害を与える
事実が発生し得るおそれがあるとき、及び当社又は子会社の役職員によ
る重大な違反行為を発見したときは、当社監査役に報告することが「監
査役監査基準」に定められており、運用しております。

④監査役は、当社及び子会社の取締役会及び経営会議等の会議に出席し、
意見を述べることができる旨が「監査役監査基準」に定められており、
運用しております。また、四半期に一度、代表取締役と監査役との間で
意見交換会を実施し、経営方針・会社が対処すべき課題等を共有してお
ります。さらに、従来より国内子会社との間でグループ監査役連絡会を
毎月開催し、子会社監査役との情報共有・連携を図っておりましたが、
今年度より海外子会社の重要性がますます高まっていることに鑑み、こ
れらの子会社との間でも同連絡会を開始しました。

⑤⑥監査役に対し報告をした者が、報告をしたことを理由として不利益な
取扱いを受けない体制を整備する旨を「グループコンプライアンス規
則」に定め、適切に運用しております。また、社内・社外に内部通報窓
口を設け、内部通報窓口に寄せられた情報は監査役へ報告する体制を確
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保しております。さらに、内部通報窓口へ報告及び相談を行ったことを
理由として、当該従業員が人事処遇その他の不利益を受けない旨を「グ
ループコンプライアンス規則」に定め、周知徹底を図っております。

　（８）監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
　監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続を定め、監査役
から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監
査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の
手続に従い、これに応じるものとする。

　【運用状況の概要】
　監査役の職務執行の際に生じた費用等の請求については「監査役監査基
準」に定められており、所定の手続きに従って監査役からの費用の請求、
及びそれに対する支払いを行っております。

　（９）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①当社及び子会社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢

力による不当要求には毅然とした姿勢で対応する。
②反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署は人事総務部門とし、

社内各部門長、警察等の外部専門機関と緊密に連携し組織的に対応する。
　【運用状況の概要】

①当社グループでは、反社会的勢力の排除に向けた基本方針と対応につい
て「反社会的勢力排除規程」及び「不当要求・暴力行為対応マニュアル」
に定め、従業員に対し周知徹底を図っております。

②不当要求等に対応する対応部署を当社人事総務部とし、不当要求防止責
任者を任命した上で、必要に応じて警察や暴力追放運動推進センター等
と緊密に連携する体制を確保しております。
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<ご参考>
　　当社は、以下のとおり、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

と基本方針を定めております。

　（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　　　当社は、倫理憲章として、以下の５原則を制定しております。
　　①企業の持つ社会的責任と公共的使命を認識し、上場企業として健全な業務

運営を行うとともに、企業活動の透明性を確保し、信頼される企業を目指
します。

　　②法令の文言は勿論、その精神まで遵守し、未来世代のため、より豊かで公
正な社会の実現に努めます。

　　③全ての関係者の人権を尊重し、社会・経済の健全な発展に貢献すると同時
に、異なる文化的伝統や風習を尊重します。

　　④利益と倫理が相反する場合、迷わず倫理を選択します。また、反社会的勢
力に対しては、断固とした姿勢で臨みます。

　　⑤難解な倫理問題に直面したとき、誰もが満足できるような解決策を積極的
に創造していきます。

　　　また、当社は、「お客様のため、株主様のため、私たち自身のため、いか
なるときも迅速に、誠実にチャレンジし続け、皆様とともに世界の未来を
創造します。」を企業理念とし、以下のことを推進してまいります。

　　①お客様、株主の皆様、お取引先等、全てのステークホルダーをお客様と考
え、その期待に応えるため、「お客様第一」の行動を実行してまいります。

　　②様々な事象に対し「迅速」に対応するとともに、現状に満足することなく
「創意工夫・改善」を実行してまいります。

　　③「適時且つ正確な情報開示」を実行するとともに、業務執行にあたっては
「高い倫理観」を持って取組んでまいります。

　　④「新たなサービスや価値観を創造・提供」し、経済の発展に貢献してまい
ります。

　　　さらに、倫理憲章に基づき、「企業理念」を実践するため「行動理念」で
ある『Ｊ･Ｔ･Ｒ･Ｕ･Ｓ･Ｔ』を別途定めております。

　『Ｊ』＝「Justice」 公正な企業経営を行います。
　『Ｔ』＝「Teamwork」 経営の根幹である「人」の個性を活かした組織を作ります。
　『Ｒ』＝「Revolution」 常に革新志向で価値創造を行います。
　『Ｕ』＝「Uniqueness」 当社の独自性を大切にします。
　『Ｓ』＝「Safety」 お客様、ステークホルダーの皆様に安心いただけるよう努めます。
　『Ｔ』＝「Thankfulness」 感謝の気持ちを忘れません。
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　　当社は監査役制度を採用しており、監査役４名のうち社外監査役は２名であ
ります。社外監査役につきましては外務省出身者及び金融機関出身者で構成さ
れており、経営監視機能は十分発揮できているものと考えております。

　　また、社外取締役３名を選任しており、取締役会の監督機能をより強固にす
る体制としております。

　（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
　　　当社は、Ｊトラストグループが社会と共生していくには、株主の皆様やお

客様から高い信頼を得るとともに、企業価値の最大化を図ることが必要と考
えています。そのため、コンプライアンス（倫理･法令遵守）を柱とし、経
営のスピード向上と内部統制･監査機能の強化が両立したガバナンス体制の
整備を行うとともに、コーポレート・ガバナンス宣言を掲げ、経営の迅速
性、透明性、健全性を確保するよう取組んでいます。

　　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方の詳細は当社ウェ
ブサイト（https://www.jt-corp.co.jp/）に掲載しております。

　（３）コーポレート・ガバナンス体制図

株　　　　主　　　　総　　　　会

取締役会

社長

経営会議

内部監査部門

コンプライアンス・
リスク管理委員会

コンプライアンス
責任者

企業倫理相談窓口

本社・各支店及び子会社

（選任・解任）（選任・解任）

（連携）

（監査）

（監査）

（監督・報告）

（報告・指導）
（報告）

（監査） （業務執行）

（報告・相談） （指導）

（報告・相談）

（指導）
（啓蒙活動）

（助言・相談）

顧
問
弁
護
士

会
計
監
査
人

監
査
役
・
監
査
役
会
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連結持分変動計算書

(2017年 4 月 1 日から
2018年 3 月31日まで)

（単位：百万円）

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分
非 支 配
持 分 資 本 合 計

資 本 金 資 本
剰 余 金 自 己 株 式 利 益

剰 余 金
その他の資本の
構 成 要 素 合 計

2017年４月１日時点の残高 53,630 52,743 △7,685 49,504 2,091 150,284 5,628 155,913

当期利益又は当期損失(△) － － － △731 － △731 809 77

そ の 他 の 包 括 利 益 － － － － △3,945 △3,945 37 △3,908

当 期 包 括 利 益 合 計 － － － △731 △3,945 △4,677 847 △3,830

新 株 の 発 行 8 8 － － － 16 － 16

剰 余 金 の 配 当 － － － △1,235 － △1,235 － △1,235

自 己 株 式 の 取 得 － － △0 － － △0 － △0

そ の 他 － △24 － 17 － △7 － △7

所 有 者 に よ る 拠 出 及 び
所 有 者 へ の 分 配 合 計 8 △16 △0 △1,218 － △1,226 － △1,226

支配継続子会社に対する
持 分 変 動 － － － － － － △0 △0

非 支 配 持 分 へ の 配 当 － － － － － － △79 △79

そ の 他 － △13 － － － △13 13 △0

子会社に対する所有持分の
変 動 額 合 計 － △13 － － － △13 △66 △79

所有者との取引額合計 8 △29 △0 △1,218 － △1,240 △66 △1,306

2018年３月31日時点の残高 53,638 52,713 △7,685 47,555 △1,854 144,366 6,409 150,776
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結計算書類の作成基準
　当社グループの連結計算書類は、当連結会計年度から会社計算規則第120条第１項の規定
により、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、連結
計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示事項の一部を省略しております。

⑵　連結の範囲に関する事項
　連結子会社の数　　　　　　　23社　全ての子会社を連結の範囲に含めております。

主要な連結子会社名
㈱日本保証
パルティール債権回収㈱
Ｊトラストカード㈱
㈱KeyHolder
キーノート㈱
ハイライツ・エンタテインメント㈱
Ｊトラストシステム㈱
ＪＴ親愛貯蓄銀行㈱
ＴＡ資産管理貸付㈱
ＪＴ貯蓄銀行㈱
ＪＴキャピタル㈱
JTRUST ASIA PTE.LTD.
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA

　当連結会計年度において、アドアーズ分割準備㈱を新たに設立し、アドアーズ㈱を分
割会社としアドアーズ分割準備㈱を承継会社として吸収分割を行っております。その後、
アドアーズ㈱を㈱KeyHolderへ、アドアーズ分割準備㈱をアドアーズ㈱へと商号を変更
しております。また、アドアーズ㈱の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除いてお
ります。
　当連結会計年度において、連結子会社でありました㈱NUCSの全株式を譲渡したた
め、連結の範囲から除いております。
　さらに、Jトラストフィンテック㈱は清算手続が結了したため、連結の範囲から除いて
おります。

⑶　持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数　　　１社
PT Group Lease Finance Indonesia
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⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項
　決算日が連結決算日と異なる連結子会社は以下のとおりであり、連結決算日において本
決算に準じた仮決算を実施しております。

会社名 決算日
ＮＬバリューキャピタル㈱ 11月末日
ＪＴ親愛貯蓄銀行㈱ 12月末日
ＪＴ貯蓄銀行㈱ 12月末日
ＪＴキャピタル㈱ 12月末日
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 12月末日
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 12月末日

　　その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑸　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

１．金融資産の評価基準及び評価方法
Ａ．非デリバティブ金融資産

　当社グループは、営業債権及びその他の債権、銀行業における貸出金を、これらの
発生日に当初認識しております。その他の全ての金融資産は、当社グループが当該金
融商品の契約の当事者となった取引日に当初認識しております。金融資産の分類及び
測定モデルの概要は、以下のとおりであります。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　金融資産のうち売買目的で保有しているものについては、公正価値で当初測定し、
その変動を損益として認識しております。当初認識時の取引費用は発生時に純損益と
して認識しております。

満期保有目的投資
　固定又は決定可能な支払金額と固定の満期を有するデリバティブ以外の金融資産の
うち当社グループが満期まで保有する明確な意図と能力を有するもので、貸付金及び
債権に該当しないものは満期保有目的投資に分類されます。満期保有目的投資は直接
帰属する取引費用も含めた公正価値で当初認識しております。当初認識後、実効金利
法を用いた償却原価により測定しております。

貸付金及び債権
　貸付金及び債権は、支払額が固定されている、若しくは決定可能な非デリバティブ
金融資産で、活発な市場における公表価格がないものであります。
　貸付金及び債権は、公正価値に、取得に直接起因する取引費用を加算した金額で当
初認識しております。当初認識後は実効金利法を用いて償却原価を測定し、必要な場
合には減損損失累計額を控除しております。
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　なお、実効金利法は、金融資産の償却原価を計算し、関係する期間に金利収益又は金
利費用を配分する方法であります。また、既に発生している貸倒損失を反映してディス
カウントされ取得した買取債権は、実効金利を計算する際に、取得時に発生している貸
倒損失を見積将来キャッシュ・フローに含めております。
売却可能金融資産
　売却可能金融資産には、資本性金融商品及び負債性金融商品が含まれております。
売買目的ではなく、純損益を通じて公正価値で測定される区分に指定されない資本性
金融商品は売却可能金融資産に分類されております。負債性金融商品がこの区分に分
類されるのは、保有期間が確定しておらず、資金需要や、市況の変化に応じて売却さ
れる可能性がある場合であります。
　売却可能金融資産は、公正価値に、取得に直接起因する取引費用を加算した金額で
当初認識しております。なお、当初認識後は、公正価値で測定し、公正価値の変動は
「売却可能金融資産の公正価値の純変動」で認識され、当該金融資産の認識が中止さ
れるか又は減損が認識されるまで、その他の資本の構成要素に含めて計上しておりま
す。
金融資産の認識の中止
　当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が
消滅する場合、又は、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権
利を移転し、金融資産の所有に係るリスク及び便益が実質的に移転する場合、当該金
融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する
支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲において、資産と関連す
る負債を認識しております。
金融資産の減損
　「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」以外の金融資産については、四半
期毎に減損していることを示す客観的な証拠が存在するか否かについての評価を行っ
ております。金融資産の当初認識後に発生した１つ以上の事象の結果としての減損の
客観的な証拠が存在し、かつ、当該事象がその金融資産の見積将来キャッシュ・フロ
ーに対して信頼性をもって見積ることのできる影響を有している場合に、減損してい
ると判定しております。
（償却原価で測定する金融資産の減損）

　償却原価で測定する金融資産が減損していることを示す客観的な証拠には、債務
者による支払不履行又は滞納、当社グループが債務者に対して、そのような状況で
なければ実施しなかったであろう条件で行った債権の回収期限の延長、債務者又は
発行企業が破産する兆候、活発な市場の消滅等が含まれております。
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　当社グループは、償却原価で測定する金融資産の減損の証拠を、個々の資産毎に
検討するとともに全体としても検討しております。個々に重要な金融資産について
は、個々に減損の評価を行っております。個々に重要な金融資産のうち個別に減損
する必要がないものについては、発生しているが未特定となっている減損の有無の
評価を、全体として実施しております。個々に重要でない金融資産は、リスクの特
徴が類似するもの毎にグルーピングを行い、全体として減損の評価を行っておりま
す。
　全体としての減損の評価に際しては、債務不履行の可能性、回復の時期、発生損
失額に関する過去の傾向を考慮し、現在の経済及び信用状況によって実際の損失が
過去の傾向より過大又は過小となる可能性を当社グループ各社の経営者が判断し、
調整を加えております。
　償却原価で測定する金融資産の減損損失については、その帳簿価額と当該資産の
当初の実効金利で割引いた見積将来キャッシュ・フローの現在価値との差額として
測定し、貸倒引当金勘定を通じて、純損益で認識しております。償却原価で測定す
る金融資産に関する貸倒引当金は、将来の回収が現実的に見込めず、全ての担保が
実現又は当社グループに移転された時に、直接減額されます。減損損失認識後に減
損損失を減額する事象が発生した場合は、減損損失の減少額（貸倒引当金の減少額）
を純損益で戻し入れております。減損損失については、減損損失を認識しなかった
場合の、減損損失の戻入を行った時点での償却原価を超えない金額を上限として戻
し入れております。

（売却可能金融資産の減損）
　売却可能金融資産に分類された資本性金融商品に関する減損の客観的な証拠には、
公正価値の取得原価に対する著しい下落又は長期にわたる下落が含まれております。
減損の証拠がある場合、累積損失（取得原価と現在の公正価値との差額から以前に
純損益で認識された減損損失を控除した金額として測定される）は、その他の包括
利益から連結損益計算書へ振り替えられます。資本性金融商品に生じた減損損失は、
事後的に純損益を通じて戻し入れられることはなく、減損後の公正価値の上昇はそ
の他の包括利益に直接認識されます。
　売却可能金融資産に分類された負債性金融商品については、減損は、償却原価で
測定する金融資産と同様に評価されます。しかし、減損として計上される金額は、
償却原価と現在の公正価値との差額から従前に純損益で認識された減損損失を控除
した金額として測定された累積損失であります。減損損失認識後に負債性金融商品
の公正価値が上昇し、当該上昇が減損損失を連結損益計算書に認識した後に発生し
た事象と客観的に関連付けることができる場合には、減損損失の減少額を純損益で
戻し入れております。
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Ｂ．デリバティブ
　当社グループは、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジするため、デリバテ
ィブ取引を利用しております。これらに用いられるデリバティブは、主に通貨スワッ
プ及び為替予約であります。デリバティブの公正価値の変動は全て即時に純損益で認
識しております。
　なお、当社グループは、IAS第39号「金融商品：認識及び測定」に基づくヘッジ会
計は適用しておりません。主契約である非デリバティブ金融資産に組み込まれている
デリバティブ（組込デリバティブ）は、組込デリバティブの経済的特徴とリスクが主
契約と密接に関連せず、組込デリバティブと同一条件の独立の金融商品がデリバティ
ブの定義に該当し、組込デリバティブを含む金融商品全体が公正価値で測定されその
変動が純損益で認識されるものではない場合には、組込デリバティブを主契約から分
離し、独立したデリバティブとして会計処理しております。

２．非金融資産の評価基準、評価方法及び重要な減価償却資産の減価償却の方法
Ａ．棚卸資産

　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。
正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積
原価及び見積販売費用を控除した額であります。取得原価は、主として個別法に基づ
いて算定しており、購入原価、加工費及び現在の場所及び状態に至るまでに要した全
ての費用を含んでおります。

Ｂ．有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除
した価額で表示しております。取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・
除去及び原状回復費用が含まれております。
　土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわた
り、主として定額法で計上されております。主要な資産項目毎の見積耐用年数は以下
のとおりであります。

・建物及び構築物　　　　　　　３年～50年
　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変
更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
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Ｃ．のれん及び無形資産（リース資産を除く）
ｉ　のれん

　当社グループは、取得対価が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合
は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上しております。のれんの償却は
行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施して
おります。
　のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入は行ってお
りません。
　また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控
除した価額で表示しております。

ⅱ　無形資産
　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定後、耐用年数を確定で
きない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却され、
取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
なお、耐用年数を確定できない無形資産については、償却は行わず、毎期又は減損
の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。
　主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。

・ソフトウェア　主として５年
　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更
があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

Ｄ．投資不動産
　投資不動産は、賃料収入又はキャピタル・ゲイン、若しくはその両方を得ることを
目的として保有する不動産であります。通常の営業過程で販売するものや、その他の
管理目的で使用する不動産は含まれておりません。
　投資不動産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で
表示しております。土地以外の各資産の減価償却費については、見積耐用年数にわた
り、主として定額法により算定を行っており、見積耐用年数は３年から50年でありま
す。見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更が
あった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

Ｅ．リース資産
　契約上、資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的に全て当社グループに移転す
るリースは、ファイナンス・リースに分類し、それ以外のリース取引は、オペレーテ
ィング・リースに分類しております。
　ファイナンス・リース取引におけるリース資産は、リース開始日に算定したリース
物件の公正価値と最低リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で当初認識してお
ります。当初認識後は、当該資産に適用される会計方針に基づいて、見積耐用年数と
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リース期間のいずれか短い年数、あるいは所有権がリース期間終了時までに借手に移
転する場合には見積耐用年数にわたって、定額法又は定率法で減価償却を行っており
ます。
　リース料は、利子率がリース負債残高に対して一定率になるように金融費用とリー
ス債務の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書において認識しております。
　オペレーティング・リース取引においては、リース料は連結損益計算書において、
リース期間にわたって定額法により費用として認識しております。

Ｆ．非金融資産の減損
　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、四半期
毎に減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産
の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ
使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有無に関わらず回収可能価額を
毎年同じ時期に見積っております。
　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値
のうちいずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来
キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税
引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。減損テストにおいて個別にテス
トされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャッシュイ
ン・フローから、概ね独立したキャッシュイン・フローを生成する最小の資金生成単
位に統合しております。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金
生成単位を、のれんが内部報告目的で管理され、かつ、事業セグメントよりも大きく
ない単位としております。企業結合により取得したのれんは、企業結合のシナジーが
得られると期待される資金生成単位に配分しております。
　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュイン・フローを生成いたしません。
全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額
を決定しております。
　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合
に純損益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、ま
ずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単
位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額しております。
　のれんに関連する減損損失は戻し入れておりません。その他の資産については、過
去に認識した減損損失は、四半期毎に損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価し
ております。減損損失の戻入の兆候があり、当該資産又は資金生成単位の回収可能価
額が帳簿価額を上回る場合は、減損損失を戻し入れております。減損損失は、減損損
失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の
帳簿価額を上限として戻し入れております。
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②　引当金の計上基準
　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を有
しており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務
の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値
が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有
のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。

③　重要な収益及び費用の計上基準
１．収益

　収益は、受領する対価の公正価値から、値引、割戻及び売上関連の税金を控除した金
額で測定しております。収益の主要な区分毎の収益認識基準、収益の総額表示と純額表
示に関する基準は以下のとおりであります。
Ａ．金融事業収益
ｉ　利息収益

　貸付金及び債権の利息収益は、実効金利法に基づき認識しております。

ⅱ　役務収益
　金融事業に係る役務収益は、以下の条件を全て満たした場合、かつ、取引の成果
を信頼性をもって見積ることができる場合にサービスの提供の進捗度に応じて認識
しております。

・収益の金額を信頼性をもって測定できる。
・取引に関連する経済的便益が当社グループに流入する可能性が高い。
・報告期間の末日における取引の進捗度を信頼性をもって測定できる。
・取引に関して発生する費用と取引を完了するために要する費用を信頼性をもっ

て測定できる。
　この方針を適用する主な項目は以下のとおりであります。

・クレジット・信販業務からの加盟店手数料については、サービスが提供された
時点で収益として認識しております。

・信用保証業務からの保証料収入については、保証期間にわたり按分して収益と
して認識しております。

Ｂ．その他
ｉ　物品の販売

　物品の販売からの収益は、物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を買手に
移転し、物品に対する継続的な関与及び実質的支配を保持せず、将来の経済的便益
が当社グループに流入する可能性が高く、当該便益及びそれに対応する原価を信頼
性をもって測定できる場合に認識しております。なお、当社グループは土地、建物
等の不動産の販売を行っており、不動産の販売については、不動産の引き渡し完了
時に収益を認識しております。
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ⅱ　工事契約
　当社グループは各種商業施設の設計・施工業務等を提供しております。工事契約
については、工事契約の成果が信頼性をもって見積ることができる場合は、工事契
約から生じる収益を認識しております。原則として、収益と原価は工事進行基準に
よって認識しております。工事進行基準に従い、工事契約に必要な見積総原価に対
する、現在までにかかった工事原価の割合に基づいて収益を認識しております。

２．収益の表示方法
　当社グループが当事者として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総
額で収益を表示しております。当社グループが第三者のために代理人として取引を行っ
ている場合には、顧客から受け取る対価の総額から第三者のために回収した金額を差し
引いた手数料の額で収益を表示しております。
　当社グループが当事者として取引を行っているか、代理人として取引を行っているか
の判定にあたっては、次の指標を考慮しております。

・顧客に対する物品若しくは役務の提供又は注文の履行について、第一義的な責任を
有しているか。

・顧客による発注の前後、輸送中又は返品の際に在庫リスクを負っているか。
・直接的又は間接的に価格を決定する権利を有しているか。
・顧客に対する債権について、顧客の信用リスクを負担しているか。
・受領する金額が事前に取引あたりで固定されている又は請求金額の一定割合で決定

されているか。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
１．外貨建取引

　外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループ各社の機能通貨に換算しておりま
す。
　期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算
しております。公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の
算定日における為替レートで機能通貨に換算しております。換算又は決済により生じる
換算差額は、純損益として認識しております。ただし、公正価値で測定しその変動をそ
の他の包括利益として認識する金融資産の再換算により発生した換算差額については、
その他の包括利益として認識しております。
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２．在外営業活動体の財務諸表
　在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用につい
ては著しい変動のない限り平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営
業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識してお
ります。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に純損益とし
て認識されます。

⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
１．退職後給付

Ａ．確定給付制度
　確定給付制度は、確定拠出制度以外の退職給付制度であります。確定給付制度債務
は、予測単位積増方式を用いて算定し、その現在価値は、給付が見込まれる期間に近
似した優良社債の市場利回りに基づく割引率を用いて算定しております。制度資産の
公正価値は確定給付制度債務の現在価値から差し引いております。
　過去勤務費用は、即時に純損益で認識しております。
　確定給付制度から生じる全ての確定給付債務（資産）の純額の再測定による債務（資
産）の増減を即時にその他の包括利益で認識しております。

Ｂ．確定拠出制度
　確定拠出制度は、雇用主が一定額の掛金を公的又は私的管理の年金保険制度に拠出
し、その拠出額以上の支払いについて法的又は推定的債務を負わない退職給付制度で
あります。確定拠出制度の拠出債務は、従業員が関連するサービスを提供した期間に
費用として認識しております。

２．金融保証契約
　金融保証契約とは、負債性金融商品の当初又は変更後の条件に従った期日が到来して
も、特定の債務者が支払いを行わないために保証契約保有者に発生する損失を契約発行
者がその保有者に対し補填することを要求する契約であります。
　これら金融保証契約は当初契約時点において、公正価値により測定しております。当
初認識後は、当該金融保証契約により生じる債務の決済のために要する支出の最善の見
積額と将来受取保証料総額の未償却残高のうち、いずれか高い方で測定しております。

３．消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対
象外消費税等は、「その他の資産」に計上し、５年間で均等償却をしております。
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２．連結財政状態計算書に関する注記

⑴　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

⑵　担保資産
担保に差入れた資産

営業債権及びその他の債権 15,895百万円
その他の金融資産 3,248百万円
棚卸資産 4,668百万円
有形固定資産 41百万円
投資不動産 610百万円

計 24,464百万円
上記に対応する債務

社債及び借入金 18,569百万円
計 18,569百万円

　担保に供している資産は、上記の債務の他に信用保証業務に係る金融保証契約の担
保にもなっております。
　また、連結上消去されている子会社株式を3,338百万円、上記借入金に対する担保
に供しております。
　その他の金融資産3,248百万円は、全額拘束性預金として担保に提供した預金とな
っております。また、上記以外に海外連結子会社各国の規制に基づき、支払準備資産
等として、預金を18,284百万円、銀行業における有価証券を756百万円中央銀行に預
けております。これらの預金は、連結財政状態計算書のその他の金融資産に含めてお
ります。
　当社グループが担保に差入れた資産のうち、譲受人が担保を売却又は再担保差入れ
する権利を有するものはありません。

⑶　資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権 4,804百万円
銀行業における貸出金 14,379百万円
その他の金融資産 6,030百万円

合計 25,214百万円

⑷　有形固定資産の減価償却累計額 3,132百万円
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⑸　金融保証契約
　信用保証業務として、主に事業者及び消費者の金融機関からの借入債務に対する保証を行
っております。
　これら契約に基づく当連結会計年度末の保証残高は以下のとおりであります。

保証残高 145,718百万円
（注）なお、上記には、連結財政状態計算書に計上している金融保証契約が、当連結会計

年度末日において、9,268百万円含まれております。
　　　　　また、当社連結子会社である㈱KeyHolderは、連結会社以外の会社の金融機関等か

らの借入金等に対して、3,111百万円の債務保証を行っております。

３．連結損益計算書に関する注記
⑴　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

⑵　固定資産の減損損失
　当社グループは、資産グループを事業用資産、賃貸用資産、遊休資産に分類しております。
　事業用資産については会社別・事業区分別にグルーピングし、賃貸用資産及び遊休資産に
ついては物件毎にグルーピングしております。
　減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。

関 連 す る セ グ メ ン ト 場 所 用 途 種 類

総合エンターテインメント事業 東京都千代田区 事業用資産 有形固定資産
無形資産

　事業用資産（総合エンターテインメント事業）について、収益性の低下により帳簿価額を
回収可能価額まで減額しております。
　対象資産のうち有形固定資産については「建物及び構築物」、「器具備品」、「土地」及
び「その他」であり、減損損失額は176百万円であります。当該資産の回収可能価額は主に
使用価値により測定しております。
　対象資産のうち無形資産については「ソフトウェア」であり、減損損失額は43百万円であ
ります。当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。
　回収可能価額は、事業用資産において15百万円であります。

⑶　非継続事業
　当社グループは、総合エンターテインメント事業の中核を担っていた連結子会社であるア
ドアーズ㈱の全株式を2018年３月に㈱ワイドレジャーに売却しました。これに伴い、同社に
関わる損益を、非継続事業として分類するとともに、当該非継続事業が継続事業から分離し
て表示されるようにしております。
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　非継続事業の損益は以下のとおりであります。
非継続事業の損益

（単位：百万円）
営業収益 10,884
営業費用 9,664
販売費及び一般管理費 1,052
その他の収益 961
その他の費用 153
営業利益 975
金融収益 30
金融費用 64
非継続事業からの税引前利益 941
法人所得税費用 265
非継続事業からの当期利益 676

４．連結持分変動計算書に関する注記

⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式　　112,596,710株

⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額

決　議 株式の種類
配 当 金 の
総 額
（百万円）

１株当たり
配 当 額

（円）
基 準 日 効 力 発 生 日

2017年５月12日
取締役会 普通株式 617 6 2017年３月31日 2017年６月29日

2017年11月13日
取締役会 普通株式 617 6 2017年９月30日 2017年12月５日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

決　議 株式の種類
配当金の
総 額

（百万円）
配当の原資

１株当た
り配当額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2018年５月14日
取締役会 普通株式 617 利益剰余金 6 2018年３月31日 2018年６月28日

⑶　当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の
目的となる株式の種類及び数
普通株式　　　3,040,640株
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する管理方針
　当社グループは、国内金融事業、韓国金融事業、東南アジア金融事業、総合エンターテ
インメント事業、不動産事業及び投資事業等を行っております。これらの事業活動を行う
過程において、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等の財務上のリスクに晒されてお
り、当該財務上のリスクの防止及び低減のために、一定の方針に従いリスク管理を行って
おります。
　当社グループ（銀行業を営む子会社を除く）においては、資金運用については短期的な
預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入及び社債により資金を調達しております。
　銀行業を営む韓国及びインドネシアの子会社においては、預金業務、為替業務及び個人
向け、事業者向け貸出業務を主たる業務としており、個人や法人に、普通預金や定期預金
等を提供することにより資金調達を行い、韓国及びインドネシアの中小企業、個人事業主
及び個人に対して融資を提供しているほか、資金運用目的で主に公社債への投資を行って
おります。また、資産及び負債の総合的管理を担う委員会主導の下、関連する規制に従っ
た金融資産及び負債の管理方針の策定、市場金利、為替動向の継続的なモニタリング、金
利リスクの影響を受ける金融資産及び負債の評価方針の策定、貸出金利、調達金利等の算
定方法の妥当性評価及び為替取引に係る制限事項の取り決め等、リスクを予測し対応する
体制を構築しております。モニタリング結果についてはリスク管理委員会に報告しており
ます。また、資金繰りギャップの管理、資金調達の構成内容、資金流動性が高い商品の管
理等を行い流動性リスクを管理しております。
　これらの金融資産については、相手先の業種や地域が広範囲にわたっており、特段の信
用リスクの集中はありません。

②　金融商品の内容及びそのリスク
１．信用リスク

　当社グループが保有する金融資産は、主として営業債権、銀行業を営む子会社が保有
する銀行業関連資産であります。
　営業債権には、消費者・事業者向け貸付業務を営む子会社が保有する営業貸付金、債
権買取業務を営む子会社が保有する買取債権、クレジット・信販業務を営む子会社が保
有する割賦立替金等が含まれており、「営業債権及びその他の債権」として表示してお
ります。これらは、それぞれ債務者の信用リスクに晒されております。
　銀行業関連資産には、「銀行業における有価証券」、「銀行業における貸出金」等が
含まれております。「銀行業における有価証券」には、主に公社債が含まれており、発
行体の財政状態による信用リスクに晒されております。「銀行業における貸出金」には、
中小企業、個人事業主及び個人に対する無担保融資が含まれており、これらは中小企業、
個人事業主及び個人顧客の信用リスクに晒されております。
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２．流動性リスク
　当社グループが保有する金融負債のうち流動性リスクに晒されている金融負債は、主
として借入金、銀行業関連負債であります。借入金は取引金融機関に対する当社グルー
プの信用力やマーケット環境の変化による資金調達条件悪化等のリスクに晒されており
ます。

３．市場リスク
　当社グループの活動は、主に経済環境・金融市場環境が変動するリスクに晒されてお
ります。金融市場環境が変動するリスクとして、具体的には金利変動リスク、価格変動
リスク及び為替変動リスクがあります。
　当社グループが保有する金融資産のうち市場リスクに晒されているのは、主として銀
行業における有価証券、営業投資有価証券及び有価証券であります。銀行業における有
価証券には、主に国債等が含まれており、金利変動リスクに晒されておりますが、上場
株式がないため、価格変動リスクの影響は軽微であります。営業投資有価証券及び有価
証券には、株式が含まれており、価格変動リスクに晒されております。
　当社グループが保有する金融負債のうち市場リスクに晒されているのは、主として借
入金、銀行業関連負債であり、主に金利変動リスクに晒されております。銀行業関連負
債には、個人・法人顧客向けの普通預金や定期預金のほか、外貨普通預金や外貨定期預
金、デリバティブ取引のうち通貨スワップ取引があり、金利変動リスクに晒されており
ます。

③　金融商品に係るリスク管理体制
１．信用リスク

　当社グループでは、各社にて制定したリスク管理に関する諸規程において、具体的な
各種リスクの管理方法や管理体制等を定めております。
　当社グループは、債権管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、個別案件
毎の与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、担保の設定、問題債権への対応
など与信管理に関する体制を整備し運営しております。また、これらの与信管理は各営
業部門で行われるほか、審査部門及び債権管理部門で行われ、定期的に経営陣による取
締役会や報告審査会を開催し、審議・報告を行っております。さらに、与信管理の状況
については、不定期に監査部門が検証を実施しております。また、発行体の信用リスク
に関しては、審査部門において信用情報の把握を定期的に行うことで管理しております。

２．流動性リスク
　資金調達等に係る流動性リスクは、各社の制定する規程に従い適正な手元流動性を維
持するべく資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。有価証券等の流動
性リスクについては、政策上必要最小限の取得とし、発行体の財務状況を把握し管理し
ております。
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３．市場リスク
　市場リスクに係る金融商品のうち、有価証券については、定期的に公正価値や発行体
の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況等を継続的に見直して
おります。
　銀行業を営む子会社が保有する金融資産については、資産及び負債の総合的管理を担
う委員会主導の下、関連する規制に従った金融資産及び負債の管理、市場金利、為替動
向の継続的なモニタリングを実施し、モニタリング結果についてはリスク管理委員会に
報告しております。

⑵　金融商品の公正価値に関する事項
①　金融商品の公正価値及び帳簿価額

　金融商品の帳簿価額及び公正価値は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）

区 分 帳 簿 価 額 公 正 価 値
（金融資産）

営業債権及びその他の債権 92,723 93,133
銀行業における貸出金 343,400 343,010
合計 436,124 436,144

（金融負債）
営業債務及びその他の債務 9,811 9,304
銀行業における預金 403,509 407,474
社債及び借入金 78,727 79,059
合計 492,049 495,838

　　公正価値で測定する金融商品及び帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品につい
ては、上記の表には含めておりません。

②　公正価値の算定手法
金融資産
・営業債権及びその他の債権

　営業債権及びその他の債権については、主として、将来キャッシュ・フローを国債
の利回り等適切な指標に必要に応じて信用スプレッドを加算した利率等で割り引いた
現在価値により算定しております。

・銀行業における有価証券、営業投資有価証券、有価証券
　公表価格のある株式は取引所の価格、非上場株式は主として割引将来キャッシュ・
フローに基づく評価技法、類似会社の市場価格に基づく評価技法等で測定しておりま
す。債券は取引所の価格、金融機関から提示された価格及び評価機関から提示された
評価技法を使用して算定された価額によっております。
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・銀行業における貸出金
　見積将来キャッシュ・フローに基づき、残存期間に対応する国債の利回り等に信用
スプレッドを加算した利率等で割り引いた現在価値により算定しております。

・その他の金融資産
　その他の金融資産のうち、デリバティブについては、期末日現在の取引所の最終価
格、評価機関から提示された評価技法を使用して算定された価額等により算定してお
ります。出資金については、主として割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、
類似会社の市場価格に基づく評価技法等で測定しております。
　公正価値は概ね帳簿価額と近似しております。

金融負債
・営業債務及びその他の債務

　ほとんどが１年以内で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額としております。
　なお、金融保証契約については、当該契約により生じる債務の決済のために要する
キャッシュ・フローの現在価値により算定しております。

・銀行業における預金
　銀行業における預金のうち、要求払預金については、報告期間の末日に要求された
場合の支払額（帳簿価額）を公正価値とみなしております。また、定期預金等の公正
価値は、一定の期間毎に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた現在価値
により算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率
を用いております。なお、残存期間が１年以内のものは、公正価値は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額としております。

・社債及び借入金
　１年以内で決済されるものについては、公正価値は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額としております。満期までの期間が長期のもののうち、変動金利に
よるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び子会社の信用状態は借入時
点以降大きく異なっていないことから、公正価値は帳簿価額と近似していると考えら
れるため、当該帳簿価額としております。満期までの期間が長期のもののうち、固定
金利によるものは、残存期間における元利金の合計額を新規に同様の調達を行った場
合に想定される利率等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定して
おります。

・その他の金融負債
　公正価値は概ね帳簿価額と近似しております。
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６．投資不動産に関する注記

⑴　投資不動産の状況に関する事項
　投資不動産は、賃料収入又はキャピタル・ゲイン、若しくはその両方を得ることを目的と
して保有する不動産であります。通常の営業過程で販売するものや、その他の管理目的で使
用する不動産は含まれておりません。

⑵　投資不動産の公正価値に関する事項
（単位：百万円）

帳 簿 価 額 公 正 価 値
610 646

　帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示して
おります。
　公正価値は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額及び不動産鑑定評
価基準を参考に当社グループで測定した金額であります。これらは、市場公開価格や取引事
例比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法により測定しております。また、第
三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額（実勢価格又は査定価格）や適切に
市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価
額や指標を用いて調整した金額によっております。

７．１株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり親会社所有者帰属持分 1,401円64銭
⑵　基本的１株当たり当期損失 7円11銭

－ 27 －



８．重要な後発事象に関する注記
（1）PT.OLYMPINDO MULTI FINANCEの取得

　当社及び当社の連結子会社であるJTRUST ASIA PTE.LTD.（以下、「Ｊトラストアジア」
と い う 。 ） は 、 2 0 1 8 年 ４ 月 1 9 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 Ｊ ト ラ ス ト ア ジ ア が
PT.OLYMPINDO MULTI FINANCE（以下、「ＯＭＦ」という。）に対して、当該会社の
オーナーであるANG ANDI BINTORO氏及びその親族からの株式取得並びにＯＭＦが第三
者割当増資により発行する新株式の引受けを行うこと（以下、「本件株式取得等」という。）
を決議し、2018年４月20日付けで株式譲渡及び株式引受契約を締結いたしました。その概要
は次のとおりであります。
①　株式取得の目的

　ＯＭＦを当社グループの傘下とすることで、韓国に続きインドネシアにおいても、銀行、
債権回収会社、ファイナンスカンパニーの三位一体の事業セグメントが構築され、幅広いエ
リアにおける多様なニーズに応えられる体制が整うことにより、当社グループにおけるイン
ドネシア金融事業の基盤確立に資するものと判断し、行うものであります。

②　株式取得の相手会社の名称
ANG ANDI BINTORO氏及びその親族

③　株式取得する会社の名称等
1. 名 称 PT.OLYMPINDO MULTI FINANCE
2. 住 所 インドネシア共和国ジャカルタ特別市
3. 代 表 者 の 氏 名 Yudi Gustiawan

4. 資 本 金 の 額 50,363百万IDR（インドネシアルピア）
（約394百万円、１IDR=0.007815円で換算）

5. 事 業 の 内 容 中古車ローンのマルチファイナンス事業
④　株式取得の時期

2018年７月31日又は当事者間で別途合意した日（予定）
⑤　取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
1. 取 得 す る 株 式 の 数 124,403株
2. 取 得 価 額 株式取得の相手方との協議により非公表としております。
3. 取 得 後 の 持 分 比 率 60.0％

（注）上記は、新株式の引受けも含んでおります。
⑥　その他重要な事項

　本件株式取得等は、インドネシア金融サービス庁、その他インドネシア政府当局等の承認
を前提として行われる予定であります。
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（2）ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.の取得
　当社は、2018年５月17日開催の取締役会において、ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.
（以下、「ＡＮＺＲ」という。）の発行済み普通株式の55.0％をANZ Funds Pty Ltd.から取
得することを決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結いたしました。その概要は次のとおりで
あります。
①　株式取得の目的

　当社グループが日本、韓国そしてインドネシアで培ってきた、特にリテール分野での金融
事業のノウハウを活用してＡＮＺＲの更なる成長へ大きく貢献するとともに、当社グループ
の資源を活用することでカンボジアの金融市場は勿論、カンボジアの経済発展にも貢献でき
るものと判断し、行うものであります。

②　株式取得の相手会社の名称
　ANZ Funds Pty Ltd.

③　株式取得する会社の名称等
1. 名 称 ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.
2. 住 所 カンボジア王国プノンペン特別市
3. 代 表 者 の 氏 名 Alisdair Creanor

4. 資 本 金 の 額 75百万USD（米ドル）
（約8,201百万円、１USD＝109.35円で換算）

5. 事 業 の 内 容 商業銀行
④　株式取得の時期

　2019年５月までに完了（予定）
⑤　取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
1. 取 得 す る 株 式 の 数 412,500株

2. 取 得 価 額 82.4百万USD
（約9,010百万円、１USD＝109.35円で換算）

3. 取 得 後 の 持 分 比 率 55.0%
⑥　その他重要な事項

　本件株式取得は、カンボジア当局の承認を前提として行われる予定であります。
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株主資本等変動計算書

(2017年 4 月 1 日から
2018年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 53,630 52,971 52,971 33,274 33,274 △7,685 132,191

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 8 8 8 16

剰 余 金 の 配 当 △1,235 △1,235 △1,235

当 期 純 損 失 △3,375 △3,375 △3,375

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 8 8 8 △4,611 △4,611 △0 △4,595

当 期 末 残 高 53,638 52,979 52,979 28,663 28,663 △7,685 127,595

評価・換算差額等
新株予約権 純 資 産

合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 － － 156 132,347

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 16

剰 余 金 の 配 当 △1,235

当 期 純 損 失 △3,375

自 己 株 式 の 取 得 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) 0 0 △24 △24

事業年度中の変動額合計 0 0 △24 △4,619

当 期 末 残 高 0 0 132 127,728
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券
・子会社株式　　　　　　　移動平均法による原価法
・その他有価証券

時価のないもの　　　　移動平均法による原価法
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法によっております。

②　無形固定資産　　　　　　定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利
用可能期間（５年）に基づいております。

③　長期前払費用　　　　　　定額法によっております。
⑶　引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、投資効果の発現する期間にわたって均等償却をしております。
　なお、償却年数は５年であります。

②　消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象
外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間で均等償却をしておりま
す。

⑸　表示方法の変更
　前事業年度まで貸借対照表の「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しておりまし
た「ソフトウェア」は、重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。
　なお、前事業年度の「ソフトウェア」は41百万円であります。
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２．貸借対照表に関する注記
⑴　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
⑵　担保資産

担保に供している資産
預金 1,240百万円
関係会社株式 3,338百万円

計 4,578百万円

上記に対応する債務
一年以内返済予定長期借入金 2,829百万円
長期借入金 5,469百万円

計 8,298百万円

⑶　有形固定資産の減価償却累計額 41百万円
⑷　保証債務
　　①営業に関するもの

被 保 証 者 保 証 金 額 保 証 債 務 の 内 容

事業者及び消費者62,060件 141,736百万円 金融機関等からの借入債務等

（注）子会社の保証債務に対し連帯保証を行っております。
　なお、上記には重畳的債務引受による連帯債務が含まれております。

　　②関係会社に関するもの

被 保 証 者 保 証 金 額 保 証 債 務 の 内 容

㈱日本保証 3,377百万円 金融機関等からの借入債務

Ｊトラストカード㈱ 1,249百万円 金融機関からの借入債務

ハイライツ・エン
タテインメント㈱ 594百万円 金融機関からの借入債務

ＪＴキャピタル㈱ 665百万円 金融機関からの借入債務

⑸　関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 81百万円
長期金銭債権 1百万円
短期金銭債務 17百万円
長期金銭債務 117百万円
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３．損益計算書に関する注記
⑴　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
⑵　関係会社との取引高

営業取引による取引高
営業収益 3,029百万円
営業費用等 125百万円

営業取引以外の取引高 29百万円
⑶　特別損失

　当事業年度において子会社のうち１社が債務超過になったことに伴い、当社が保有する関
係会社株式の評価減を実施し、当該子会社への貸付金に対して貸倒引当金を計上したもので
す。
　その内訳は以下のとおりであります。

関係会社株式評価損 2,180百万円
貸倒引当金繰入額 1,190百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
　　普通株式　　9,598,396株

 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加212株は、単元未満株式の買取りによる増加でありま
す。

５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
子会社株式 2,642百万円
繰越欠損金 4,711百万円
その他 481百万円

繰延税金資産小計 7,834百万円
評価性引当額 △7,834百万円

繰延税金資産合計 －百万円

繰延税金負債
合併受入資産評価差額金 △36百万円
資本剰余金からの配当金調整 △706百万円
その他 △17百万円

繰延税金負債合計 △760百万円
繰延税金負債の純額 △760百万円
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナ
ンス・リース契約により使用しております。

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等の
名 称 所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の
内　容

取引金額
（百万円） 科 目 期末残高

（百万円）

子会社 ㈱日本保証 東京都
港 区 95 金融業

所有
直接
100

役員の兼任
債 務 保 証

借入金等に
対 す る
債 務 保 証
（注１）

145,114 － －

子会社
Ｊトラス
トカード
㈱

宮崎県
宮崎市 90 金融業

所有
直接
100

役員の兼任
資金の貸付
債 務 保 証

借 入 金 に
対 す る
債 務 保 証
（注１）

1,249 － －

子会社
ハイライ
ツ・エン
タテイン
メント㈱

東京都
千代田
区

10 製造業
所有
間接
100

役員の兼任
資金の貸付
債 務 保 証

資金の貸付
（注２） 3,320 関 係 会 社

短期貸付金 3,260
利息の受取 68 未 収 収 益 0受 取 利 息 66
借 入 金 に
対 す る
債 務 保 証
（注１）

594 － －

取引条件ないし取引条件の決定方針等
（注）１．金融機関等からの借入金、信用保証業務に係る保証債務に対して、保証を行っており

ます。
保証料率については、代位弁済の状況などを勘案して合理的に決定しております。

２．資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,238円82銭
⑵　１株当たり当期純損失 32円78銭

９．重要な後発事象に関する注記
　当社は、2018年５月17日開催の取締役会において、ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.
（以下、「ＡＮＺＲ」という。）の発行済み普通株式の55.0％をANZ Funds Pty Ltd.から取
得することを決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結いたしました。
　その概要は次のとおりであります。
⑴　株式取得の目的
　　当社グループが日本、韓国そしてインドネシアで培ってきた、特にリテール分野での金融

事業のノウハウを活用してＡＮＺＲの更なる成長へ大きく貢献するとともに、当社グループ
の資源を活用することでカンボジアの金融市場は勿論、カンボジアの経済発展にも貢献でき
るものと判断し、行うものであります。
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⑵　株式取得の相手会社の名称
　　ANZ Funds Pty Ltd.
⑶　株式取得する会社の名称等
　　①名称　　　　　ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.
　　②住所　　　　　カンボジア王国プノンペン特別市
　　③代表者の氏名　Alisdair Creanor
　　④資本金の額　　75百万USD（米ドル）（約8,201百万円、1USD＝109.35円で換算）
　　⑤事業の内容　　商業銀行
⑷　株式取得の時期
　　2019年5月までに完了（予定）
⑸　取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
　　①取得する株式の数　　412,500株
　　②取得価額　　　　　　82.4百万USD（約9,010百万円、1USD＝109.35円で換算）
　　③取得後の持分比率　　55.0%
⑹　その他重要な事項
　　本件株式取得は、カンボジア当局の承認を前提として行われる予定であります。
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